
＜条例・法令等＞ 

対象 民設民営保育園 公設公営保育園 公設民営保育園 保育所型認定こども園 小規模保育事業  
〇荒川区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する施行規則 

資料「令和６年度認可保育所等の指導監査講習会」P１１ 

 

第 16 条 条例第 43 条第２項（略）に規定する規則で定める基準は、乳児おおむね３人につき１人以上、   

 満１歳以上満３歳に満たない幼児おおむね６人につき１人以上、満３歳以上満４歳に満たない幼児お

おむね 20 人につき１人以上、満４歳児以上の幼児おおむね 30 人につき１人以上を保育士の員数とす

ることとする。ただし、保育所の開所時間を通じて常時２人を下回ってはならない。 

 

対象 全ての施設  
〇労働基準法  

資料「令和６年度認可保育所等の指導監査講習会」P１２、１３、１４，１５ 

 

第 15 条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示し

なければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める

事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 

 

○労働基準法施行規則 

資料「令和６年度認可保育所等の指導監査講習会」P１２、１３、１４，１５ 

 

第５条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件

は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約

（以下この条において「有期労働契約」という。）であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働

契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項につ

いては使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。 

一 労働契約の期間に関する事項 

一の二 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項（通算契約期間（労働契約法（平成十九年

法律第百二十八号）第十八条第一項に規定する通算契約期間をいう。）又は有期労働契約の更新回

数に上限の定めがある場合には当該上限を含む。） 

一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項（就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲

を含む。） 

二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を

二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 

三 賃金（退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。）の決定、計算及

参考資料２



び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 

四 退職に関する事項（解雇の事由を含む。） 

四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退

職手当の支払の時期に関する事項 

五 臨時に支払われる賃金（退職手当を除く。）、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金

額に関する事項 

六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 

七 安全及び衛生に関する事項 

八 職業訓練に関する事項 

九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 

十 表彰及び制裁に関する事項 

十一 休職に関する事項 

② （略） 

③ （略） 

④ （略） 

⑤ その契約期間内に労働者が労働契約法第十八条第一項の適用を受ける期間の定めのない労働契約の

締結の申込み（以下「労働契約法第十八条第一項の無期転換申込み」という。）をすることができる

こととなる有期労働契約の締結の場合においては、使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働

者に対して明示しなければならない労働条件は、第一項に規定するもののほか、労働契約法第十八条

第一項の無期転換申込みに関する事項並びに当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容であ

る労働条件のうち第一項第一号及び第一号の三から第十一号までに掲げる事項とする。ただし、当該

申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち同項第四号の二から第十一号ま

でに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでな

い。 

⑥ その契約期間内に労働者が労働契約法第十八条第一項の無期転換申込みをすることができることと

なる有期労働契約の締結の場合においては、法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、

第三項に規定するもののほか、労働契約法第十八条第一項の無期転換申込みに関する事項並びに当該

申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件のうち第一項第一号及び第一号の三か

ら第四号までに掲げる事項（昇給に関する事項を除く。）とする。 

 

 

 

 



〇パートタイム・有期雇用労働法 

資料「令和６年度認可保育所等の指導監査講習会」P１２、１３、１４，１５ 

 

第６条 事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労

働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第十五条第

一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの（次項及び

第十四条第一項において「特定事項」という。）を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法（次

項において「文書の交付等」という。）により明示しなければならない。 

２ 事業主は、前項の規定に基づき特定事項を明示するときは、労働条件に関する事項のうち特定事項

及び労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものについても、文書の

交付等により明示するように努めるものとする。 

 

○短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 

第２条 法第六条第一項の厚生労働省令で定める短時間・有期雇用労働者に対して明示しなければなら

ない労働条件に関する事項は、次に掲げるものとする。 

一 昇給の有無 

二 退職手当の有無 

三 賞与の有無 

四 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口 

２ 事業主は、法第六条第一項の規定により短時間・有期雇用労働者に対して明示しなければならない

労働条件を事実と異なるものとしてはならない。 

 

対象 全ての施設  
○荒川区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例 

資料「令和６年度認可保育所等の指導監査講習会」P１７、１８、１９ 

 

第 23 条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の

勤務の体制、利用者負担額その他の利用申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると認められる重要

事項を掲示しなければならない。 


